
 

２０２２年 タイＡＰＥＣ閣僚会議 

閣僚共同声明 

 

 

１． 我々、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）閣僚は、２０２２年１１月１７

日、タイのドン・プラムドウィナイ副首相兼外務大臣及びジュリン・ラクサ

ナウィシット副首相兼商務大臣の議長の下、タイのバンコクに集った。 

 

２． 我々は、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）、東南アジア諸国連合

（ＡＳＥＡＮ）、太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ）、太平洋諸島フォーラム

（ＰＩＦ）の参加を歓迎した。 

 

３． 我々は、全ての人々及び未来の世代の繁栄のために、２０４０年までに、

開かれた、ダイナミックで、強靭かつ平和なアジア太平洋共同体を実現する

ため、アオテアロア行動計画の実施を含む、ＡＰＥＣプトラジャヤ・ビジョ

ン２０４０の達成に向けた我々の強いコミットメントを再確認する。 

 

４． 本年は、ＡＰＥＣ２０２２のテーマである、「Ｏｐｅｎ． Ｃｏｎｎｅｃ

ｔ． Ｂａｌａｎｃｅ．」の下、我々は、あらゆる機会に開かれた貿易・投

資を促進し、あらゆる次元で地域を再びつなぎ、そしてバイオ・循環型・グ

リーン（ＢＣＧ）経済などのアプローチによるバランスのとれた包摂的で持

続可能な成長に向けてＡＰＥＣを動かす、という３つの優先課題を通じて作

業を進めた。 

 

５． 本会合では、本年の優先課題の下での２０２２年のＡＰＥＣの成果を協議

し、今後の作業の指針を示し、ＡＰＥＣの進むべき道について議論した。 

 

優先課題１：全ての機会に開かれた 

６． 我々が新型コロナウイルス感染症のパンデミックから脱却する際、貿易・

投資は、世界経済の回復を加速し、成長を再生する重要かつ不可欠な役割を

果たし、生活を向上させ、貧困を削減し、持続可能な経済開発を進める積極

的な貢献をする。我々は、よりバランスのとれた包摂的な貿易・経済政策を

採用し、自由で、開かれた、公正で、無差別で、透明性があり、包摂的かつ

予見可能な貿易・投資環境を実現するとの我々の決意を改めて表明する。

我々は、サプライチェーンが機能し、安全で、強靱であり続けるための努力

を継続する。我々は、好ましい貿易及び投資環境を促進する公平な競争条件

を確保するための努力を続け、開かれた市場を維持し、サプライチェーンの

混乱に対処するという我々のコミットメントを再確認する。 

 

７． 今年、我々は、ウクライナにおける戦争が世界経済に更なる悪影響を与え

ていることも目の当たりにした。この問題に関して議論が行われた。我々



は、３月２日の国連総会決議ＥＳ―１１／１（１４１か国が賛成、５か国が

反対、３５か国が棄権、１２か国が欠席）においてロシアのウクライナ侵略

を最も強い言葉で遺憾とし、同国のウクライナ領土からの完全かつ無条件で

の撤退を要求している国連総会や、国連安全保障理事会を含む他のフォーラ

ムで表明してきた立場を改めて表明した。ほとんどのメンバーは、ウクライ

ナにおける戦争を強く非難し、この戦争が計り知れない人的被害をもたら

し、また、成長の抑制、インフレの増大、サプライチェーンの混乱、エネル

ギー及び食料不安の増大、金融安定性に対するリスクの上昇といった世界経

済における既存の脆弱性を悪化させていることを強調した。この状況及び制

裁について、他の見解及び異なる評価があった。ＡＰＥＣが安全保障問題を

解決するためのフォーラムではないことを認識しつつ、我々は、安全保障問

題が世界経済に重大な影響を与え得ることを認識する。 

 

８． 我々は、高いスタンダードの包括的な地域的事業に貢献するアジア太平洋

自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）アジェンダに関する作業等を通じて、市場による 

地域の経済統合を更に進める。我々は、リマ宣言及び北京ロードマップがＦ

ＴＡＡＰアジェンダの進展に有用な貢献をしたことを認識する。この観点か

ら、我々は、２０２２年のＡＰＥＣ貿易担当大臣会合での議論を想起し、新

型コロナウイルス感染症のパンデミック及びそれを超えたＦＴＡＡＰに関す

る新たな議論を歓迎する。そのため、我々は、プトラジャヤ・ビジョン２０

４０及びアオテアロア行動計画における首脳の指示に応え、ＦＴＡＡＰアジ

ェンダに関する作業を進めるためのＦＴＡＡＰアジェンダ作業計画を歓迎す

る。我々は、作業部会間の協力と他の経済ステークホルダーとのエンゲージ

メントの重要性を強調する。我々は、来年のＡＰＥＣ閣僚会議（ＡＭＭ）に

おいて作業計画の実行の進捗を報告することを関係者に求める。我々は、作

業計画に対する迅速な行動によって地域経済統合を加速させるというＡＢＡ

Ｃの呼びかけに留意する。我々はまた、各国の貿易交渉能力を向上させるた

めの能力構築への努力を継続する。 

 

９． 我々は、世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とするルールに基づく多角的貿易

体制の重要性を再確認し、これを維持し、更に強化することにコミットす

る。我々は、特に、食料及び新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関

連する必需品及びサービスの移動とアクセスの円滑化を通じて、グローバル

な課題からの経済回復を支援するための多国間貿易体制の重要な役割を認識

する。我々は、２０２２年６月１２日から１７日にかけてスイスのジュネー

ブで開催された第１２回ＷＴＯ閣僚会合（ＭＣ１２）の成功を歓迎する。こ

れに関連して、我々は、ＭＣ１２の成果を完全に実施するために建設的に取

り組むことにコミットする。我々は、ＷＴＯの役割を称賛するとともに、持

続可能で包摂的な成長を促進するための活動を継続するよう求める。我々

は、第１３回閣僚級会合（ＭＣ１３）における前向きな成果に向けて引き続

き努力する。我々は、我々のリーダーシップとアイデアのインキュベーター



としての役割を通じて、引き続き支援を提供する。我々はまた、多角的貿易

体制の強化に対するＡＢＡＣの支援に感謝する。 

 

１０．  我々は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックへのＷＴＯの対応及

び将来のパンデミックへの備えに関する閣僚宣言を歓迎する。我々はまた、

決定の日から遅くとも６ヶ月以内に、ＷＴＯ加盟国が新型コロナウイルス感

染症の診断薬及び治療薬の生産と供給の適用範囲を拡大する決定に合意した

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定）に関する閣僚

決定を歓迎する。我々は、ＳＤＧ１４．６に資する環境の持続可能性に関す

るＷＴＯの作業を称賛し、違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）漁業に寄与する

補助金、乱獲資源に関する補助金、無規制公海での漁業への補助金を禁止す

る漁業補助金に関する協定についての閣僚決定を歓迎する。この点におい

て、我々はＷＴＯルール交渉グループが途上国エコノミー及び後発開発途上

国エコノミーに対する適切かつ効果的な特別かつ差異ある待遇がこれらの交

渉の不可欠な部分であるべきであることを認識しつつ、過剰生産能力や乱獲

などの一因となる特定の形態の漁業補助金に関する更なる規律を含む漁業補

助金に関する追加規定についてＭＣ１３に勧告することを視野に入れ、包括

的な合意を達成するための交渉を継続するよう留意し、ＡＰＥＣエコノミー

及び他のＷＴＯ加盟国に対し、いち早く協定の受諾書を提出するよう最大限

の努力を払うことを要請する。我々は、ＷＴＯ加盟国が農産物貿易の流れの

必要性を強調し、ＷＴＯ関連規定と矛盾しない輸出禁止や制限を課さないこ

との重要性を再確認した、食料不安への緊急対応に関する閣僚宣言を歓迎す

る。我々はまた、世界食糧計画（ＷＦＰ）が非商業的な人道的目的のために

購入される食料品に対して輸出禁止または制限を課さないことにＷＴＯ加盟

国が合意したＷＦＰによる食料購入の輸出禁止又は制限の免除に関する閣僚

決定を歓迎する。我々はまた、現代の衛生植物検疫措置（ＳＰＳ）の課題へ

の対応に関する閣僚宣言、電子商取引についての作業計画に関する閣僚決

定、小規模エコノミー及びＴＲＩＰＳ非違反及び状況訴求に関する作業計画

を歓迎する。 

 

１１．  我々は、ＷＴＯのルールに支えられたグローバルな農業・食料システム

が、食料、繊維、その他重要な産物を世界中の人々に届けていることの重要

性を認識している。世界の食料安全保障と持続可能な経済発展のために重要

であるにもかかわらず、農業は世界貿易の中で最も保護されている分野の一

つである。我々は、ＷＴＯ農業協定第２０条に規定される農業改革課程の継

続及び既存のマンデートに規定された助成及び支援の実質的で漸進的削減の

達成を視野に、我々の集団的利益及び慎重さを反映した、ＷＴＯにおける農

業に関する有意義な成果の必要性を認識する。 

 

１２．  各ＡＰＥＣ参加エコノミーは、サービスの国内規制に関する交渉が成功

裏に終了したこと、また、電子商取引に関するＪＳＩ及び開発のための投資

円滑化に関するＪＳＩにおいて実質的な進展があったことを歓迎する。 



 

１３．  我々は、ＷＴＯが既存及び新たに生じる世界貿易上の課題によりよく対

処できるよう、ＷＴＯの全ての機能を向上させるために必要な改革を継続し

て支援することに引き続き協力することを約束する。我々は、２０２４年ま

でに全てのＷＴＯ加盟国がアクセス可能な完全かつ十分に機能する紛争解決

システムを有することを視野に入れた議論を行うとのコミットメントを含

む、ＭＣ１２で合意された改革の方針を歓迎する。 

 

１４．  サービス業界が有する大きな可能性に留意しつつ、我々は、２０２１年

のＡＰＥＣサービス競争力ロードマップ（ＡＳＣＲ）中間レビュー（ＭＴ

Ｒ）の総括報告における勧告を再確認しつつ、２０２５年までにＡＳＣＲを

実施するための継続的な努力の重要性を強調する。我々は、サービスに関す

る国内規制及び政策改革が、開放性、均衡、透明性、包摂性に資するものと

なるよう、ＡＰＥＣの構造改革アジェンダの中心的な焦点とし、ＡＰＥＣイ

ンターネット及びデジタル経済に関するロードマップ（ＡＩＤＥＲ）、女性

と包摂的成長のためのラ・セレナ・ロードマップ（２０１９－２０３０）、

構造改革のためのＡＰＥＣ促進アジェンダ（ＥＡＡＳＲ）間の相乗効果を高

めるという我々のコミットメントを再確認した。我々は、サービス・グルー

プに、経済委員会及びデジタル経済運営グループと連携し、２０２５年まで

のこれらの作業部会のそれぞれのアジェンダにおけるサービス競争力の役割

を検討するよう要請し、この点に関して現在進行中のイニシアティブを歓迎

する。我々は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが物品に比べてサ

ービスに大きな影響を与え、回復が遅れていることを認識する。パンデミッ

クからの持続的かつ包摂的な回復を確保し、将来の経済的ショックに対する

強靱性を強化するための健全かつ時宜を得た政策の重要性を考慮し、我々

は、ＡＰＥＣ地域におけるパンデミックからの回復についての評価の必要性

を認識し、ＡＳＣＲの下でのパンデミックからの回復のモニタリングに関す

る決定を歓迎する。 

 

１５．  我々は、健全で予見可能な規制環境を構築し、貿易・投資を更に促進

し、地域における透明性、予見可能性及び相互運用性の向上を促進するため

に、優れた規制慣行及び国際的な規制協力を推進することにコミットする。

我々は、迅速、強靱、包摂的、持続可能、グリーンかつ革新的な経済回復を

支援するためのデジタル技術の利用と優れた規制慣行に焦点を当てた、第１

５回優れた 規制慣行に関する会議を歓迎する。我々は、ＥＡＡＳＲの４つ

の柱全てを引き続き積極的に実施し、特に女性と零細・中小企業（ＭＳＭＥ

ｓ）のための包摂的かつ強靭な成長の促進に焦点を当てた第３次ビジネス環

境改善（ＥｏＤＢ）行動計画について協力するとともに、我々の進捗の測定

を国際的なベストプラクティスと整合させるために行動計画を更新してい

く。 

 



１６．  我々は、このデジタル時代における持続可能な経済成長と発展を推進す

る上で、科学・技術・イノベーション（ＳＴＩ）が重要な役割を担っている

ことを認識する。我々は、研究開発、知識の共有、能力開発等を通じて、新

興の技術を可能にする環境を促進するよう努めるとともに、この点において

民間部門と学界が果たす重要な役割に留意する。我々は、経済的利益を増大

させるため、デジタル経済におけるイノベーションと創造性を支援し、進め

る政策とプログラムを通じて、知的財産権を促進することへのコミットメン

トを改めて表明する。 

 

優先課題２：全ての次元で連結した 

１７．  新型コロナウイルス感染症が数年続いた今、あらゆる次元で地域を再び

つなげることが最も重要である。我々は、物理的、制度的及び人と人とのつ

ながりを強化することにより、シームレスかつ包括的につながり統合された

アジア太平洋に向けたＡＰＥＣ連結性ブループリントを実施することを含

め、ＡＰＥＣの連結性のアジェンダの推進に引き続きコミットする。この観

点から、我々は、質の高いインフラ開発及び投資の重要性を再確認した。 

 

１８．  我々は、サプライチェーンの連結性を強化し、サプライチェーンの混乱

を最小化するための努力を支持する。我々は、サプライチェーン連結性枠組

行動計画（ＳＣＦＡＰＩＩＩ）の第３段階を歓迎し、承認する。貿易円滑化

は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック時のワクチン、診断薬、治療

薬、その他の関連必要不可欠な医薬品を含む必要不可欠な物品の効率的な流

れを支援する上で不可欠な手段である。我々は、ＡＰＥＣの「物流関連サー

ビス」の定義を留意し、必要不可欠な物品の流れの円滑化に関する宣言、新

型コロナウイルス感染症ワクチンサプライチェーンに関する声明、必要不可

欠な物品の流れを支援するサービスに関する声明の着実な実施を奨励する。

我々は、ＷＴＯ貿易円滑化協定、特に、必要不可欠な物品の時宜を得かつ効

率的な放出に関連する条項の実施を加速することに引き続きコミットする。 

 

１９．  デジタル経済の急速な発展は、巨大な経済機会をもたらし、持続可能で

包摂的かつ革新的な成長の達成に向けた道を開くものである。我々は、電子

商取引の円滑化及びデジタル貿易に関する協力の促進を含む包摂的な経済成

長に関する行動を優先するＡＩＤＥＲの実施を加速するよう再確認する。

我々は、エコノミーがデジタル経済に関するより先進的で包括的な協力イニ

シアティブを生み出すことを慫慂する。 

 

２０．  我々は、貿易を更に円滑化するために、デジタル連結性を強化し、デジ

タル・トランスフォーメーションを進める必要性を強調する。我々は、通関

プロセスの電子化、並びに電子決済及び電子文書の受入を含むペーパーレス

貿易円滑化措置の開発及び実施における進捗を歓迎する。我々は、新しい技

術の使用及び革新的なソリューションの調査を含め、港湾及び国境における



協力及びシングル・ウィンドウの相互運用性に関する作業を更に進め、通関

及び税関手続の改善及び簡素化を図る。 

 

２１．  我々は、インターネット及びデジタル経済に影響を与える規制的アプロ

ーチやデジタル環境における適切な消費者保護ルールに関する協力等を通じ

て、データの流れの円滑化及びデジタル取引における企業及び消費者の信頼

の強化に関する協力に加え、デジタル貿易及び電子商取引の分野において潜

在的な経済成長をもたらす新たな分野を引き続き探求する。我々は、デジタ

ルインフラを強化し、エコノミー間及びエコノミー内の情報格差を解消し、

安全かつ安心なオンライン環境を醸成するための協力を深める。デジタル時

代の労働能力を構築するため、デジタル・トランスフォーメーションの加

速、デジタルリテラシーの向上、能力構築の強化、デジタルスキルの促進に

向けた取組を強化する。我々はスマートシティに関する取組に留意する。 

 

２２．  我々は、ＭＳＭＥｓのデジタル経済と電子商取引への参加を拡大するた

めの努力を継続する。我々は、ＭＳＭＥｓが電子商取引市場で成功し、国境

を越えた電子商取引を通じてより多くの消費者に到達できるよう、建設的な

提言を行うプロジェクトを更に進めていく。 

 

２３．  新型コロナウイルス感染症のパンデミックから脱するにあたり、国境を

越えた旅行の安全かつシームレスに再開することは、特にビジネス関係者及

び航空・船舶乗組員を含む必要不可欠な労働力の移動に関して我々の地域に

とって引き続き重要な課題である。この点に関して、我々は、ＡＰＥＣ域内

の国境を越えた旅行の円滑化に貢献するＡＰＥＣの取組みを調整する、安全

な通行に関するタスクフォース（ＳＰＴＦ）の作業を称賛するとともに、将

来の混乱に直面した際の強靱性を促進するために、安全な通行に関する取組

みが継続されることを歓迎する。この関連で、我々は、ＡＰＥＣ地域におけ

る予防接種証明書の相互運用性のための自主的原則を歓迎する。我々は、Ａ

ＰＥＣ政策サポート・ユニット（ＰＳＵ）の研究「ＡＰＥＣ地域における新

型コロナウイルス感染症と国境を越えた移動：国境における不確実性への対

応」における勧告を歓迎する。 

 

２４．  我々は、健康と経済に関する第１２回ハイレベル会合での議論を歓迎

し、安全でシームレスな国境を越えた旅行を確保する観点から、予防接種証

明書の相互運用性に関する技術仕様の自発的共有、安全な通行情報を共有す

るための情報ポータルの開発、革新的でデジタルな保健技術の利用に関する

エコノミーの取組を称賛する。我々は、ＡＰＥＣビジネストラベルカード

（ＡＢＴＣ）が、我々の地域におけるビジネス関係者の旅行の円滑化に大き

く寄与していることを認識する。我々は、エコノミーがＡＢＴＣをＭＳＭＥ

ｓにとってより包摂的なものにすることを奨励し、効率的でシームレスな国

境を越えた旅行を更に支援するバーチャルＡＢＴＣのエコノミーによる導入

と受け入れを歓迎する。 



 

優先課題３：全ての側面で均衡のとれた 

２５． アジア太平洋地域が直面する課題と混乱の高まりの中で、我々は、アジア

太平洋地域における力強く、均衡ある、持続可能かつ包摂的な成長を追求す

るという、プトラジャヤ・ビジョン２０４０における我々の首脳によるコミ

ットメントを再確認し、大胆、迅速かつ包括的にそれを実現する。我々は、

持続可能な地球のために、気候変動、異常気象、自然災害を含む全ての環境

問題に包括的に対処するための世界的な努力を支える経済政策、協力、成長

を促進する。 

 

２６．  我々は、ＥＡＡＳＲを引き続き実施し、エコノミーが個別行動計画（Ｉ

ＡＰｓ）で特定された行動を実施するための具体的な措置をとることを慫慂

する。我々は、構造改革及び経済ショックからのグリーンな回復に関する２

０２２年ＡＰＥＣ経済政策レポート（ＡＥＰＲ）を歓迎し、エコノミーにそ

の提言を考慮するよう慫慂する。我々は、持続可能なグリーン成長を促進す

る構造改革を支援するための、ＡＰＥＣ全体での多様で継続的な努力及び追

加的な資源の貢献を歓迎し、この観点から新たに設立された基金を歓迎す

る。我々は、構造改革と包摂的で強靭かつ持続可能なビジネスのための環境

整備に関する２０２３年のＡＥＰＲに期待する。 

 

２７．  我々は、持続可能な金融の促進、財政政策及び金融包摂のためのデジタ

ル化の利用に特に焦点を当てた、第２９回財務大臣会合における議論を歓迎

する。我々は、ＡＰＥＣの優先事項を推進するために、ＡＰＥＣ経済委員会

とＡＰＥＣ財務大臣プロセスとの間でより緊密に協調することを慫慂する。 

 

２８．  我々は、貿易・経済協力を通じて、環境の持続可能性を引き続き支援す

る。我々は、環境物品の分野における我々の協力を更に強化するためのＡＰ

ＥＣ環境物品作業計画の採択を歓迎する。この関連で、我々は、２０１２年

版ＡＰＥＣ環境物品リストを参照目的のために統一システム（ＨＳ）２０２

２に更新する作業の実質的な進捗を歓迎し、できるだけ早期に移項作業を完

了することの重要性を再確認する。我々は、環境及び環境関連サービスの貿

易をいかに増大させるかについての議論の進捗を歓迎し、また、新たな環境

物品の自主的かつ拘束力のない参考リストを作成する可能性のための勧告の

策定についての議論を歓迎し、これらの作業を継続するよう関係者に指示す

る。この点に関して、我々は、環境及び環境関連サービスに関するコミット

メントを予定するＡＰＥＣエコノミーの能力を構築する最近の取組を歓迎す

る。 

 

２９．  我々は、不可欠なエネルギーサービスを必要としている人々に提供する

ことの重要性を認識しつつ、無駄な消費を助長する非効率な化石燃料補助金

を合理化し段階的に廃止するという我々の首脳のコミットメントを想起す

る。この目標を達成するため、我々は、加速させる形で取組を継続する。



我々は、非効率的な化石燃料補助金の自主的な停止を行うために、それを実

施可能な立場にある加盟エコノミーに対して、関係者が努力を継続すること

を要請する。我々は、エコノミーが非効率的な化石燃料補助金対策の自主的

な自己識別のためのＡＰＥＣテンプレートを今日まで使用してきたことを歓

迎し、他のエコノミーにそうすることを奨励する。 

 

３０．  我々は、関連する取組への投資を促進することを含め、地域におけるエ

ネルギーレジリエンス、アクセス及び安全保障を確保しつつ、温室効果ガス

排出を削減する持続可能なエネルギー転換を支援するために引き続き協力す

る。 我々は、ＢＣＧエコノミーを通じて、地域の相互連結性、エネルギー

移行、及び持続可能で包摂的な成長について、本年特に焦点を当てたことを

歓迎し、この分野における協力の深化を求める。 

 

３１．  この取組において、我々は誰一人として取り残されることがないよう確

保する。我々は、ＭＳＭＥｓや女性及び未活用の経済的潜在性を有するその

他の人々を含む皆に、明白な恩恵並びに更なる健康及び豊かさ（ウェル・ビ

ーイング）をもたらす、質の高い成長を促進するという首脳のビジョンを堅

持する。 

 

３２．  ＭＳＭＥｓは、我々の経済のＧＤＰに大きく貢献し、雇用と経済成長の

不可欠な基盤となっている。したがって、我々は、ＭＳＭＥｓのグローバル

化と金融へのアクセスの向上に引き続きコミットする。我々は、第２８回Ａ

ＰＥＣ中小企業大臣会合での議論を歓迎する。我々は、ＭＳＭＥｓのグロー

バル化のためのボラカイ行動アジェンダの下での成果を踏まえ、ＭＳＭＥｓ

の競争力、専門性、革新性を高め、地域及び世界市場への参加を拡大し、グ

ローバルなサプライチェーン及びバリューチェーンへの統合の機会を向上さ

せるために協働していく。我々は、グリーンで持続可能かつ革新的なＭＳＭ

ＥｓのためのＡＰＥＣ戦略の更新の重要性を再確認し、関係者にこれを進め

るよう指示する。 

 

３３．  我々は、ＡＰＥＣ女性と経済フォーラム（ＷＥＦ）における議論を歓迎

する。我々は、多様な背景を持つ女性を含む、女性のエンパワーメントを促

進し、我々の地域におけるジェンダーの平等と包摂を進めるために、女性と

包摂的成長のためのラ・セレナ・ロードマップ（２０１９－２０３０）の完

全な実施を加速させるという我々のコミットメントを再確認する。我々は、

ＢＣＧエコノミーのようなアプローチの採用の増加、並びにデジタル・プラ

ットフォーム及びデジタルリテラシーとスキルに関する教育の台頭が、全て

の女性のための追加の雇用のための道筋を創出し得ることを認識する。この

ため、我々は、あらゆる経済活動への女性の完全で平等で有意義な参加並び

にあらゆるレベル及び意思決定におけるリーダーシップを通じたジェンダー

の主流化の重要性を強調するとともに、女性の経済的参加に対する障壁を除

去する必要性を認識し、該当するＡＰＥＣのプロセスにジェンダーの主流化

アプローチを統合するための継続的な努力を歓迎する。我々は、多様な背景



を持つ女性が率いるＭＳＭＥｓを含め、女性主導のＭＳＭＥｓが国内外市場

で資本や資産を利用できるようにするために、官民の協力を促進し、促進す

ることの重要性を認識する。 

 

３４．  社会のあらゆる層が経済の回復と成長に貢献できる可能性があることを

認識する一方で、必要に応じて、先住民、障害者、遠隔地や農村地域の人々

等、経済的潜在力があるその他の人々の既存の障壁を減らし、社会的、経済

的、財政的な包摂を促進する必要性を認識している。我々は、ＡＰＥＣ地域

における経済的・金融的・社会的包摂の促進に関する行動アジェンダを求め

る。 

 

３５．  人々は、破壊的技術進歩の恩恵を十分に享受するために、働き方の未来

に備える必要がある。我々は、教育や職業訓練の質を向上させ、雇用と働き

がいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）を促進し、技能の再習

得と技能向上の取組を強化し、生涯学習の機会を奨励して、熟練し、生産性

及び敏捷性の高い労働力を生み出す必要性を認識する。 

 

３６．  我々はまた、有能で熟練した保健医療人材に支えられた強固で強靭な保

健システムを構築し、健康安全保障を推進し、ひいては経済成長と生産性を

促進するために、保健分野の投資と保健の資金調達等を通じたユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジの達成の重要性を再確認する。新型コロナウイルス

感染症の広範な免疫付与が世界的な公共財としての役割を果たすことを認識

し、我々は、安全で、有効で、品質が保証され、かつ手の届く価格の新型コ

ロナウイルス感染症ワクチン、治療薬、診断薬への公平なアクセスを促進す

る必要性を強く主張する。 

 

３７．  我々は、第７回ＡＰＥＣ食料安全保障担当閣僚会合において承認され

た、長期的な食料安全保障、食料の安全、全ての人々の栄養改善及び食料シ

ステムを持続的かつ革新的に変革することによる地域における食料損失と食

品廃棄の削減のための、２０３０年に向けた食料安全保障ロードマップの実

施計画を歓迎する。我々は、フード・サプライチェーンを、混乱に対してよ

り強靭なものにしすることにコミットする。我々は、農業食品分野における

ＳＴＩの活用を奨励し、特に地方の小規模農家に、デジタル技術を含めた必

要な知識と技能を付与することにより、この変化に備えることを支援すると

ともに、地域市場及び世界市場へのアクセスを引き続き促進する。 

 

３８．  我々は、天然資源の効率的かつ持続可能な管理の重要性及び環境に良い

影響を生み出す農業政策の必要性を認識する。 

 

３９．  我々は、海洋・沿岸資源の持続可能な管理と保全及び海洋の保護を支持

する。我々は、世界の食料安全保障を確保する上で、漁業及び養殖業が不可

欠な役割を担っており、したがって、漁業資源の持続可能性を確保する必要

性を認識する。我々は、ＩＵＵ漁業と闘うためのＡＰＥＣロードマップ及び



海洋ごみＡＰＥＣロードマップの実施に引き続きコミットする。この観点か

ら、我々は、ＩＵＵ漁業の防止、抑止、排除するための寄港国の措置に関す

る合意（ＰＳＭＡ）の実施原則に基づき、着実かつ効果的な措置を実施す

る。 

 

４０．  我々は、第１１回観光大臣会合（ＴＭＭ）における議論が、持続可能で

包摂的かつ強靱で、観光エコシステム全体をつなぐ再生型観光、すなわち、

各地域の固有の生物多様性、豊かな文化的多様性と地域の知識を尊重しつ

つ、地域のあらゆる種類の豊かさに貢献する観光の重要性に焦点を当てたこ

とを歓迎する。我々は、第１１回ＴＭＭで承認された、未来の観光のための

政策提言：再生型観光及び更新版観光関係者のためのＡＰＥＣガイドライン

に留意する。 

 

４１．  我々は、第５回林業担当大臣会合での議論を歓迎する。この観点から、

我々は、違法伐採及び関連する取引と闘い、木材及び木材製品の持続可能な

利用を強化し、気候変動対策等を支援する合法的な木材取引を含む持続可能

な森林管理を促進し、我々の活動を継続していく。 

 

４２．  我々は、政府のアカウンタビリティーと国民の信頼を損ない、経済成長

を阻害する、汚職がもたらす深刻な脅威を引き続き強調する。国連腐敗防止

条約の履行を促進するため、我々は、関係エコノミーが腐敗との闘いに関す

る北京宣言及び腐敗との闘い及び透明性の確保に関するサンチアゴ・コミッ

トメント並びに贈収賄の防止及び贈収賄防止法の執行に関するＡＰＥＣ原則

を更に実施することに断固として取り組む。我々は、国内法に従って汚職犯

罪者とその不正な資産に対する安全な避難所を拒否し、国境を越えた汚職と

闘うという我々のコミットメントを再確認する。我々は、他の国際機関、民

間セクター及び市民社会との必要に応じた協力等通じ、相互に学び、実践的

な行動をとり、一致したアプローチをとることにコミットしている。我々

は、国境を越えた腐敗に立ち向かうという我々のコミットメントを再確認す

る。我々は、女性のエンパワーメントを妨げ、経済発展の機会を減少させる

腐敗に引き続き対処していく。 

 

４３．  持続可能性に関するＡＰＥＣ全体のアジェンダを進めるため、我々は、

ＢＣＧエコノミーに関するバンコク目標を歓迎し、首脳による採択のために

これを提出する。バンコク目標は、新型コロナウイルスからの包摂的で、バ

ランスのとれた、持続可能な回復、長期的で強靭な経済成長、ＡＰＥＣ地域

における環境・気候目標を、包括的かつ全体的な方法で達成するアプローチ

として、複数の政策分野にわたるシナジーを創出し、ＡＰＥＣの既存のコミ

ットメントとワークストリームを基礎としつつ、ＢＣＧエコノミーを支援し

ていく。我々はまた、ＡＰＥＣ地域における持続可能性に関する業績を評価

するため、本年、ＡＰＥＣ ＢＣＧ賞が創設されたことを歓迎し、来年、初

代のＡＰＥＣ受賞者を表彰することを期待する。 

 



４４．  我々は、アオテアロア行動計画等を通じ、未来志向で、プトラジャヤ・

ビジョン２０４０を履行する目的に適うものとなるよう、ＡＰＥＣを更に改

善していく。また、我々は、作業部会間の協力及びビジネス界を含む様々な

ステークホルダーとのエンゲージメントとアウトリーチの重要性を強調す

る。我々は、同ビジョンの全ての要素を、効率的かつ効果的に実現するため

に、ＡＰＥＣのガバナンスと組織構造を改善する努力を継続する。我々は、

全てのメンバーの利益のために、ＡＰＥＣ内の経済・技術協力並びに能力構

築の努力を強く支持する。 

 

４５．  我々はまたＡＰＥＣの作業を支援するための調査・分析を提供する、政

策サポート・ユニット（ＰＳＵ）の重要な役割を認識している。我々は、２

０３０年１月１日からの新しいＰＳＵディレクターとしてカルロス・クリヤ

マを歓迎し、デニス・ヒュー博士の在任期間中の顕著な貢献に感謝する。 

 

４６．  我々は、ＡＢＡＣがＡＰＥＣプロセスに引き続き積極的に関与している

ことを認識及び感謝するとともに、あらゆるレベルでＡＰＥＣへの関与を深

めることを要請する。我々はまた、ＰＥＣＣ、ＡＳＥＡＮ、ＰＩＦ、ＡＰＥ

Ｃスタディセンター・コンソーシアムを含む、様々なステークホルダーの年

間を通じた貢献に謝意を示す。我々は、ＡＰＥＣプトラジャヤ・ビジョン２

０４０の幅広さを反映するために、ＮＧＯや市民社会を含むより広範な経済

的ステークホルダーとの更なるエンゲージメントと、若者へのアウトリーチ

の拡大を奨励する。 

 

４７．  我々は、２０２２年ＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ）議長レポート及

び経済・技術協力に関する高級実務者レポートを歓迎し、留意する。我々

は、貿易・投資委員会による、閣僚に対する年次報告書を承認する。我々

は、ＡＢＡＣ議長報告書にも留意する。我々は、２０２３年のＡＰＥＣ事務

局会計予算と、それに対応するメンバーの拠出金を承認する。また、我々

は、一般及び特別サブファンドへの拠出を含む、各メンバーの対応する拠出

金に感謝する。 

 

４８．  我々は、２０２２年ＡＰＥＣを主催したタイに感謝し、米国が主催する

２０２３年のＡＰＥＣの準備を歓迎する。我々は、ペルーと韓国がそれぞれ

２０２４年と２０２５年のＡＰＥＣを主催することを改めて歓迎する。我々

は、我々が実現を目指すアジア太平洋を構築するために、重要な作業を継続

することを期待する。 

 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 


